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新型コロナウイルス感染症の影響下に
おける役員給与の減額改定について

〔会社の税務 よろず相談室○150 〕法人税その�
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１．業績が悪化した場合に行う役員給与の減額
�　当社は、各種イベントの開催を請け負う事業を行
っていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止の観点から、イベント等の開催中止の要請が
あったことで、今後、数か月間先まで開催を予定し
ていた全てのイベントがキャンセルとなりました。その結
果、予定していた収入が無くなり、毎月の家賃や従
業員の給与等の支払いも困難な状況であることから、
当社では、役員給与の減額を行うこととしました。法人
税の取扱いでは、年度の中途で役員給与を減額した
場合、定期同額給与に該当せず、損金算入が認めら
れないケースもあると聞いています。そこで、当社
のような事情によって役員給与を減額した場合、そ
の役員給与は定期同額給与に該当するでしょうか。
�

〇貴社が行う役員給与の減額改定については、業績悪
化改定事由による改定に該当するものと考えられます。
したがって、改定前に定額で支給していた役員給与と
改定後に定額で支給する役員給与は、それぞれ定期同
額給与に該当し、損金算入することになります。
〇法人税の取扱いにおける「業績悪化改定事由」とは、
経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給
与を減額せざるを得ない事情があることをいいますの
で、貴社のように、業績等が急激に悪化して家賃や給
与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係
からもやむを得ず役員給与を減額しなければならない
状況にある場合は、この業績悪化改定事由に該当する
ことになります。 

２．業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減
額

�　当社は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
外国からの入国制限や外出自粛要請が行われたこと
で、主要な売上先である観光客等が減少しています。
そのため、当面の間は、これまでのような売上げが
見込めないことから、営業時間の短縮や従業員の出
勤調整といった事業活動を縮小する対策を講じてい
ます。また、いつになれば、観光客等が元通りに回
復するのかの見通しも立っておらず、今後、売上げ
が更に減少する可能性もあるため、更なる経費削減

等の経営改善を図る必要が生じています。一方で、
当社の従業員の雇用や給与を維持するため、急激な
コストカットも困難であることから、当社の経営判
断として、まずは役員給与の減額を行うことを検討
しています。しかしながら、法人税の取扱上、年度
の中途で役員給与を減額した場合にその損金算入が
認められるのは、経営が著しく悪化したことなど、や
むを得ず減額せざるを得ない事情（業績悪化改定事
由）がある場合に限られると聞いています。そこで、
当社のような理由による役員給与の減額改定は、 業
績悪化改定事由による改定に該当するのでしょうか。
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〇貴社が行う役員給与の減額改定について、現状では、
売上などの数値的指標が著しく悪化していないとして
も、新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物
の動きが停滞し、貴社が営業を行う地域では観光需要
の著しい減少も見受けられるところです。
○また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が防止
されない限り、減少した観光客等が回復する見通しも
立たないことから、現時点において、貴社の経営環境
は著しく悪化しているものと考えられます。
○そのため、役員給与の減額等といった経営改善策を
講じなければ、客観的な状況から判断して、急激に財
務状況が悪化する可能性が高く、今後の経営状況が著
しく悪化することが不可避と考えられます。
○したがって、貴社のような理由による役員給与の減
額改定は、業績悪化改定事由による改定に該当します。
 
【役員給与を減額した場合のイメージ図】

【参考】
国税庁HP　国税における新型コロナウイルス感染症
拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の
取扱いに関するFAQ （FAQとは、よくある質問とその
回答を集めたもの）
法人税基本通達9-2-13（経営の状況の著しい悪化に類
する理由）
役員給与に関するQ&A（平成24年４月改訂版）
[Q1]（業績等の悪化により役員給与の額を減額する場
合の取り扱い）

[Q1-2]（業績等の著しい悪化が不可避と認められる場
合の役員給与の減額）

（税制委員会：甕秀行、大池明、北澤剛　グループ稿）
（監修：関東信越税理士会　松本支部）


